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①住居確保にかかる費用の賠償の概要

住居確保にかかる費用の賠償では、住居の確保にあたって、
財物賠償での不足分について追加的にお支払いさせていた
だきます。

財物賠償に合意されていることが前提となるため、財物賠
償に合意された方に対して、対象となる資産の一覧を記載
した書類（算定対象資産一覧）をお送りしております。

住居確保にかかる費用の賠償では、居住されていたことも
要件となるため、家財賠償の合意により居住所在地を確認
させていただいている方には、算定対象資産一覧に加えて
賠償金ご請求書もお送りしております。

居住所在地を確認できていない方へは、請求書をお送りし
ておりませんが、算定対象資産一覧に記載されている所在
のうち居住所在地を東京電力へご連絡いただければ、ご請
求書をお送りいたします。
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【返送不要】宅地・建物・借地権の
賠償で合意済みの資産について記載

【返送必要】
署名・捺印・必要事項を記入し返送

家財賠償済み 算定対象資産一覧・請求書が送付される

算定対象資産一覧が送付される家財賠償未了

②送付される書類について

２
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③請求手続きの流れ

３

宅地・建物・借地権賠償合意済み

家財賠償合意済み 家財賠償合意未了

送付書類

請求書
算定対象資産一覧

送付書類

算定対象資産一覧

①「請求書」「証明書類」のご返送：ご請求者さま
②「合意書」の送付 ：東京電力
③「合意書」のご返送 ：ご請求者さま
④賠償金のお支払い ：東京電力

東京電力から
請求書取寄せ

算定対象資産一覧に
記載されている所在
の中から居住してい
た所在をご申告いた
だく
※ご請求の際に住民
票をご提出いただく

宅地・建物・借地権
賠償に合意された方
に対して書類を送付
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④－ 賠償上限金額の確認方法

移住を余儀なくされた区域にお住まいだった方で請求書が届いている方

「算定対象資産一覧」
に賠償上限金額を記載しております。

移住を余儀なくされた区域にお住まいだった方で算定対象資産一覧のみが届いている方

「賠償金 ご請求書」
に賠償上限金額を記載しております。

移住を余儀なくされた区域以外にお住まいだった方

１
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請求書 P11

④－ 賠償上限金額の確認方法

Ｃ

賠償上限金額 賠償可能残額
賠償金額
（累計）

Ｃ

Ｂ

Ａ

移住を余儀なくされた区域にお住まいだった方で請求書が届いている方

請求書P11の下段に賠償上限金額（宅地＋住居）を記載しております。

対
象

Ａ
Ｂ

２

５
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○算定対象資産一覧には所在ごとの賠償上限金額および合意済み資産一覧を記載
しております。

○居住されていた所在の先頭ページの見開きに住居確保に係る費用の賠償上限金
額を記載しております。

算定対象資産一覧 目次

福島県Ａ町大字Ｂ字Ｃ １０１

福島県Ａ町大字Ｂ字Ｃ １０２

福島県Ａ町大字Ｂ字Ｃ ２０１

福島県Ａ町大字Ｂ字Ｃ ２０２

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

26 ～ 31

32 ～ 37

38 ～ 43

44 ～ 49

例）所在番号Ｂに居住されていた場合

先頭ページ３２の見開きに住居確保
に係る費用の賠償上限金額を記載
しております。

P３２ P３３

移住を余儀なくされた区域にお住まいだった方で算定対象資産一覧のみ届いている方

移住を余儀なくされた区域以外にお住まいだった方

④－ 賠償上限金額の確認方法

対
象

⇒ 次ページ以降で詳細

３

６
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算定対象資産一覧

賠償
上限金額

Ｅ
宅地・建

物・借地権
の賠償金額

賠償
可能残額

Ｆ
Ｇ

Ｈ ⅠＥ

Ｆ

Ｇ

Ａ

→ に賠償上限金額(宅地＋住居)を記載しております。

あ

ａ

→ に移住を選択された場合の賠償上限金額（宅地＋住居）を記載しております。

→ に帰還を選択された場合の賠償上限金額（住居）を記載しております。

Ｈ

Ｈ

Ⅰ

④－ 賠償上限金額の確認方法

移住を余儀なくされた区域にお住まいだった方で算定対象資産一覧のみ届いている方

移住を余儀なくされた区域以外にお住まいだった方

３

７

6,000,000

5,000,000

1,000,000

6,000,000

14,000,000
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⑤請求書受領後の手続き

請求書に「帰還」または「移住」を選択し記入
（※移住を余儀なくされた区域の場合は不要）

添付台紙に金額等を記入のうえ証明書類を添付

請求書と添付台紙を返送

請求書に居住されていた方（請求者ご本人さまか、
それ以外の方か）を選択し記入

１

３

４

２

８
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請求者本人以外が居住していた場合は②にチェックを入れた
うえで居住していた方に該当する項目にチェックを入れる

請求書 P7 請求者本人が居住していた場合は①にチェックを入れる

ロ

イ

イ

⑤－ 居住されていた方の記入方法１

９

ロ
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請求書 P12 にチェックを入れたうえで の該当する項目にチェックを入

れる
ロイ

移住を余儀なくされた区域以外にお住まいだった方で帰還を選択される方
対
象

⑤－ 請求する賠償の記入方法２

１０
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請求書 P11

⑤－ 請求する賠償の記入方法

※移住を余儀なくされた区域にお住まいだった方は のみチェックを入れてください。イ

にチェックを入れたうえで の該当する項目にチェックを入
れる

ロイ

移住を余儀なくされた区域以外にお住まいだった方で移住を選択される方
対
象

２

１１
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帰還または移住のいずれかにチェックをした請求書とともに証明書類を添
付した添付台紙をご提出ください。

ご提出いただく証明書類 添付台紙

⑤－ 、⑤－ 証明書類（領収書等）の提出方法

○移住・帰還・解体（帰還し建替えにともない解体を実
施する場合）にかかる費用について、どの請求を行う
かによって記載箇所が異なるため、記入例を参考にご
記入ください。

○提出する証明書類一通につき添付台紙も一枚ずつ必要
となります。

例）帰還する住居の修繕工事を行った際に修繕箇所ご
とに別業者での工事となった場合

①キッチン工事分の領収書（Ａ社）
②浴室工事分の領収書（Ｂ社）

→①につき添付台紙一枚、②につき添付
台紙一枚をそれぞれ作成し提出

証明書類送付時のご留意点

３ ４

①につき添付台紙一枚、②につき添付台紙一枚
をそれぞれ作成し提出

１２
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住居確保にかかる費用の賠償では、費用が
発生するたびに賠償上限金額の範囲内でご
請求が可能です。

二回目以降のご請求の際は、東京電力へご
連絡ください。ご請求書をお送りいたしま
す。

二回目以降のご請求書では、それまでにお
支払いさせていただいた金額（財物賠償の
金額を含む）を差し引いた賠償可能残額を
記載しております。

⑥二回目以降の請求方法

１３
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請求書 P12 下段

賠償上限金額からそれまでにお支払いした金額（財物賠償の金額を含
む）を差し引いた賠償可能残額を記載しております。

⑦二回目以降に届く請求書における賠償可能残額の確認方法

１４

請求書 P11 下段

移住を選択された方
対
象

帰還を選択された方
対
象

8,000,000

20,000,000

12,000,000

8,000,000

8,000,000

20,000,000

12,000,000

8,000,000
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⑧お問い合わせ先

算定対象資産一覧の見方や請求書の記入方法等
につきまして、ご不明な点がございましたら、
弊社社員がしっかりとご説明、お手伝いをさせ
ていただきますので、下記連絡先までご連絡く
ださい。

１５

東京電力ホールディングス株式会社
福島原子力補償相談室ご相談専用ダイヤル

■土地・建物・家財に関するご相談：0120-926-596
■上記以外の賠償に関するご相談： 0120-926-404
受付時間：9:00～19:00（土・日・休祝日は9:00～17:00）


